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① 

２００８年４月初旬の一般新聞（関西エリア版）の第一面で、『都市機構が彩

都・東部の開発撤退、中部地区も見通し立たず－住宅需要見込めず」と大き

く報道しました。しかしその後、「彩都中部地域を低価格で販売」と赤字拡大

の無責任な開発継続に執念を燃やしました。 

 都市再生機構（以下、「機構」という）の進める無謀な大型開発が地方の財

政のみならず、国の財政破たんの主要な原因となっている事実が次々と明ら

かになっていますが、彩都計画はその典型です。「必要のない」、「役に立た

ない」、「採算がとれない」という、３つの「ない」を絵に描いたような計画です。

今、この事実を茨木市民や大阪府民だけではなく、広く全国に知らせていく

必要があります。とりわけ強調したいのは国のいいなりになって無謀な開発を

共に推進してきた大阪府や茨木市にも大いに責任はありますが、「機構」 を

使ってこうした見通しのないニュータウン事業を進めてきた最大の責任者は

国です。国と機構は表向きは東部地区の事業から撤退したとしているが、無

謀な民間開発の「黒子」の役割を引き受け、個人地権者や大阪府、茨木市の

犠牲の上に事業を推進しようとしている。 
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② 

「彩都開発計画の破たんと住民犠牲」について述べる前に、この計画のあらまし

について説明します。 

 彩都開発は北大阪の茨木市から箕面市の丘陵地域に、甲子園球場の１８０

個分の面積約７４２ヘクタールを、主に企業の研究開発施設と高級住宅を建設

するためとして、都市再生機構（当時は都市基盤整備公団）を事業主体とする

土地区画整理事業によって、バブル後の１９９４年に本格着工し、造成工事が

進められてきました。またこの計画は機構が進めている大規模なニュータウン事

業の全国的に見ても最後のものです。彩都の現状は西部地区３１３ヘクタール

の造成は完了。２０１５年５月末現在の居住世帯は４，３１８世帯（茨木市２，６１５

世帯）、居住人口は１２，９９４人（茨木市７，９７１人）、就業人口は約１，５００人と

言われていますが、やっと目標の６割で箕面市域の街づくりは停滞しています。

また中部地区も２０１５年度中に事業完了としています。 
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③ 

 国が閣議決定で、「機構」が全国で実施している、いわゆる大都市圏ニュー

タウン事業を２０１３年度までにすべての工事を終わらせ、さらに２０１８年度に

事業を完了させるという方針を明確にしました。この方針は国の「機構（旧公

団）民営化」路線の具体化と言われています。いま「機構」が全国で事業実施

中の計画は４８地区－施行（予定）総面積で９９０８ヘクタール（甲子園球場の

約２，５００カ所分）にのぼります。今順次、「機構」が個別の事業完了の具体

的内容の発表を始めました。その第１号が国際文化公園都市（彩都）であると

いわれています。上位５地区は表の通りであるが、彩都はその中でも２番目の

規模を持つ計画です。 こうした中で、関係各地区では地権者をはじめ、地方

自治体で事業の進捗状況により差はあるが、動揺と危惧の声が広がっていま

す。とくに彩都計画の縮小及び事業内容の変更を地権者や地方自治体がど

のような対応をするのかが全国で注目されています。 
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④ 

 開発を進める口実は「単なる住宅開発ではない。ライフサイエンス分野の

研究開発拠点をはじめ、国際的な学術研究・文化交流拠点整備と合わせた

複合都市を建設する」というものでした。ＵＲは東部地区撤退後の計画の上

では居住人口２万人、住宅用地２３９㌶（３２．１％）とともに、施設人口２万４

千人、施設誘致用地２０５㌶（２７．６％）とされていました。ところが実際には、

企業研究施設地区に予定されていた地域もマンション開発地域に転用され

るなど、施設人口のはりつきは進んでいません。一方、居住人口はモノレー

ルの開通もあって、マンション中心に進みつつありますが、今後の見通しは

不透明です。こうした中で、中部地区では土地所有の民間企業救済と施設

人口増のため、製造施設の建設も可能になるよう用途地域と事業計画の変

更が強行しました。このようにすでに街づくりのコンセプトも破たんしていま

す。東部地区はほとんどが就業人口で、居住人口は山手台に隣接する一

部に限られ、その具体的数字は未定です。 
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⑤ 

 この開発は当初から公的な装いを凝らし、その費用の多くを税金投入によっ

てまかない、万一破たんした場合は税金であと始末する体制が作られていまし

た。その内容は機構（当時・公団）が事業主体として土地区画整理事業を行い、

開発地全体の１次造成を行う、ついで開発地域のシンボルゾーンの整備は大

阪府、茨木市・箕面市と阪急電鉄など民間企業共同出資の第三セクター－国

際文化公園都市㈱（２００１年破たん－阪急に用地処分中）が担当し、その他の

民間大規模土地所有者と同様に２次造成を行い、ただし個人地権者には２次

造成済みの土地を換地することとしていました。また開発区域外の道路、下水

道などの公共施設や区域内の学校、保育所など公益施設は府や市が負担す

る事で進められてきました。こうして作られた枠組みの下に１９９４年に事業認可、

本格着工－それから１７年。計画の破たんと大幅な計画縮小により新たな問題

を抱えることとなりました。しかしこうした経過をたどった地域は、機構が行って

いるニュータウン事業で多数を占めると考えられます。国の大企業救済という失

政の責任追及とその「あと始末」で責任を取るよう改めて求める必要があります。 
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⑥ 

機構が発表した資料によると彩都特定土地区画整理事業の準備段階から

「２００９年度」までに実施した事業の実績額は合計約１１５７億円としています。

また「２０１０年度」から工事完了の「２０１１年度」までの西部地区における事

業予定額は合計約１５９億円としています。さらに引き続いて、中部地区造成

工事を完了しました。２０１６年度に事業完了手続き行いました。 
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⑦ 

 ここで彩都土地区画整理事業の仕組みを説明しますが、上段のグラフが事

業施行前の土地の保有状況です。下段のグラフは事業施行後の土地の保

有状況です。これが公共減歩の３０％（１０２ヘクタール）、保留地減歩の２

０％（６０ヘクタール）のために、すべての土地所有者の保有面積は半分とな

ります。すなわち土地所有者は所有面積の５０％を道路や公園など公共用

地と整備費の財源を作り出すための保留地を提供することとなります。 



⑧ 

「閣議決定」に基づき早期に工事を完了するために、中部地区（開発総面積６

３ヘクタール、平場宅地面積約２０ヘクタール、内、保留地予定面積約１８ヘク

タール、機構実施推定造成工事費約１６０億円）は「開発リスクは都市機構が

負う」（日経新聞）として、強引に開発を強行しました。そこで都市計画、事業

計画、造成計画を見直し、強引に工事を完了させました。 なお中部地区の

土地所有の大半は阪急不動産㈱ですが、都市機構は２００９年４月に「ニーズ

を反映した事業計画を進める」としました。 また募集の対象には工場、物流

施設も加えました。また実際進出した業種は「大型物流施設」となり、ライフサ

イエンス系研究施設とおよそかけ離れたものとなっています。２０１１年中に立

地企業と用地分譲契約を結びましたが、物流倉庫建設を目的としたもので、

その価格は６．１万円／㎡（株式会社万代）です。また２０１２年度取得契約の

相手方は外資系のプロロジスで価格も６．２万円／㎡です。機構は土地区画

整理事業の中部地区造成工事費１６０億円を保留地処分でまかなおうとして

いますが、採算割れは必至です。まさになりふり構わない開発姿勢です。 

8 
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⑨ 

問題はこの事業について、多額の欠損金を計上する事が必至であるということ

です。この事業の主な財源は土地区画整理事業により確保した保留地の処分

金ですが、宅地需要の激減で処分は遅れています。因みに西部地区で２０１７

年３月末現在の西部、中部の保留地指定面積は約７０．１ヘクタール、機構所

有仮換地指定面積は約２６．６㌶ですが、処分済み面積（借地を含む）は合計

で約８９．０ヘクタール（処分率９２％）、処分価格も平均で１０万円／平方メート

ルで、当初処分予定価格２４万円／平方メートルに遠く及んでいません。この

ままでは資産の評価損により多額の欠損金を生じることとなります。したがって

欠損金を最小限にくい止めるためにも、早期の処分が必要です。 
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⑩ 

 茶色は保留地で彩都西地区で５２．５ヘクタールを確保し、処分して整備費

の財源に充てることとなります。緑色は機構が土地区画整理事業の採算性向

上のために法人や個人の所有地を事前に彩都西部地区で４６ヘクタール（仮

換地時点では２６．６ヘクタール）（区域全体で１０８．６ヘクタール－東部地区

６２．６ヘクタール）の転売を受けたものですが、その価格は約５万円／平方

メートルといわれています。したがって仮換地後処分価格１０万円／平方メート

ルでは、採算性を向上させるどころかむしろ欠損金を増加させることとなって

います。  
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⑪ 

大阪府が彩都開発関連公共公益施設整備に投入した府負担額は１７年度

末でモノレール事業も含めて約３４１億円。内一般財源が約１００億円、起債

が約２４１億円です。（推定）。これを今後２０～３０年間で返済することになり

ますが、当然金利も付くので、その返済総額は約４８２億円になります。これ

を均等で返済するとなると単年度で約２４億円となります。   
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⑫ 

 茨木市が彩都開発関連公共公益施設に投入した市負担額は２０１７年度

末で合計約１２０．０億円、内一般財源が約５８．２億円、起債又は機構の立

て替え施行分が約６１．８億円です。これを今後約２０年間で返済することに

なるが、当然金利も付くので、その返済総額は約１２３億円になります。これ

を均等で返済するとなると単年度で約６億円となります。茨木市は今後区域

外都市計画道路山麓線、国文３号線整備を予定しています。茨木市は、借

金返済の財源を、開発地域に進出する企業や新たに住む住民からの税収

からと当てにしていたが見通しを大きく下回っています。さらに計画縮小でこ

れに一層の拍車がかかることとなります。またこれまで税金からの支出はほと

んどないという事前の説明も、国や機構の財政難や採算の悪化から、学校

建設などの市の負担が増えてきています。 
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⑬ 

 とくに問題なのは都市計画道路山麓線と国文３号線整備です。現在の推計

では総事業費は約５４億円、財源内訳は国が約２６．１億円、機構が約１１．７

億円、市が約３７．８億円としています。すでに茨木市は道路用地予定面積の

４分の３を、約１８億円で先行取得しています。またその内、中部地区に関連

する道路整備は、総事業費が２３．４億円、財源内訳は国が１１．７億円、機構

が５．７億円、茨木市も５．７億円となっていますが、府道余野茨木線から中部

地区につながる市道福井宿久庄線部分整備のためにすでに２．２㌶－４．６億

円の土地を先行取得しています。茨木市は西部地区につながる見通しのない

道路として用をなさない袋小路になるこの道路整備を、今だに継続しようとして

います。 
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⑭ 

 １９７０年頃。国文都市開発地域のうち阪急電鉄など民間企業の所有地（斜

線部分）は総面積７４２㌶の７０％にのぼります。丘陵地域で最初に開発に着

手（１９７０年）したのは昭和土地開発（関西電力と住友信託銀行共同出資）で、

サニータウン（１２６ヘクタール、３千戸、人口１万２千人）でした。着工時点では

大阪は「万博景気」にわきかえっていたが、まもなく第１次オイルショックに見舞

われ、完成時点の７４年では地価が大幅に下落し、しかも開発地域の北よりの

地域に存在が予測されていた活断層（馬場断層）により大規模な破砕帯を

伴っていることが明らかとなり、また全域の多くの箇所で湧水が確認されるとと

もに地下水位が高く、当初予定していた造成費より、相当高額の経費がかか

ることになった事も相まって、この開発は大赤字となり、破たんの結末を、造成

地すべてを当時の住宅公団に買い取らせるという形での跡始末さえ画策され

ることとなりました。さすがにこれは当時の日本共産党国会議員団の追及で失

敗し、公営企業という性格を持つ、関電が直接的にはこうした開発事業から撤

退することとなりました。 
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⑮ 

 開発地域７４２ヘクタールの具体的な所有状況は表の通りです。７０年代当

初のその内訳は阪急電鉄など主要な６者が４７０ヘクタール、その他の大口

所有者が４１ヘクタール、個人の所有者が２０６ヘクタール、道路、水路、里

道等が２５ヘクタールという内訳でした。その後全体の土地所有者からライフ

サイエンス系企業の誘致のために３３ヘクタール、機構を区画整理事業者に

するために１０９ヘクタール、３セク国文会社に９２ヘクタールの転売が行われ

ました。そして１９９４年に機構が土地区画整理事業の認可をとり着工しまし

た。それはバブルがはじけた１９９１年の３年後です。すでにこの時点で無謀

な開発計画であったことは明白です。それにも関わらず開発が強行されたの

は、国の大規模土地所有者救済以外のなにものでもありません。 
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⑯ 

 上記の図と表のように、開発総面積７４２ヘクタールの内、約７０％の約５１

０ヘクタールは大企業等の所有地でした。その内、実に約３２０ヘクタールは

阪急系の所有でした。阪急はそのほとんどを１９６０年代後期に買収あるい

は万博会場内所有地の換地として取得しました。その価格は茨木市長が管

理者を務める立会山（たちあいやま）財産区財産（８４ヘクタール）の場合は

平方メートル／２，３００円です。その他の個人所有地でも平方メートル／１

万円以下と言われています。財産区の土地を転売禁止の確約書を交わし

ているにもかかわらず、バイオ企業に転売したり、機構に約６０㌶、国文会社

には平方メートル／６万５千円で転売して利益を上げました。今回の特別損

失の計上は過去の評価益による特別利益の計上の一部を元に戻したに過

ぎません。 
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⑰ 

 日本共産党は１９７０年代から市議会内外で、国会議員団と共に取りあげ

てきたが、計画が具体化した１９９０年に、市民の皆さんと「茨木北部丘陵地

域の自然を守る市民会議」を結成し、「計画中止」を求めて、大運動に取り

組みましたが、今やその正当性が証明されました。計画の破たんという新た

な事態の中、ひきつづいて、「市民の会」を中心に、０９年、１０年と都市計

画と事業計画変更に反対して、意見書を提出しました。 
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⑱ 

 ９４年１月１１日付「市民会議」と「日本共産党茨木市会議員団」の

彩都特定土地区画整理事業計画に対する意見書（大阪府知事経由建設大

臣宛）及び９４年７月１５日付建設大臣（野坂浩賢）回答通知の内容は

次の通りです。（その後９４年９月に国認可） 

建設大臣回答－資金計画書の内容は適正なものと認められる。 

建設大臣回答－複合都市機能の形成、定住性豊かな住機能を確保するた

めに適切なものと認められる。 

建設大臣回答－直ちに不適切とはいえない。 

建設大臣回答－保留地の予定価格は不動産鑑定士による鑑定調査によっ

て、算定されたものであり適正なものと認められる。 

建設大臣回答－公園・緑地を系統的に配置した事業計画になっている。 

いずれの回答内容も誤りであることがその後の事実で証明されています。 

 

 



⑱－２ 

いずれの回答内容も誤りであることがその後の事実で証明されています。 

（意見書趣旨と内容要旨及び建設大臣通知要旨） 

  ◎意見書趣旨 

 彩都中部地区における事業計画の変更について、「変更すべきではない。

即ちこれらの無謀な彩都中部地区事業計画変更を中止して、文字通り『計

画中止』を強く求める」 

 意見書内容要旨 

   ①西部地区の現状からして、中部地区の事業採算性が成立する見通しは

皆無で、ひいてはまちづくりや大阪府や茨木市・  箕面市など地方公共団

体の行財政に重大な支障となることは必至である」 

   ※国交大臣回答－資金計画書の内容は適正なものと認められる。 

    ②「誘致施設用地として、国際文化施設地区１．２．が計画され、種々の募

集手続きはなされていますが、契約成立は  経済情勢の激変で流動的で、

そのリスクを「機構」が負うとしていますが結局、国民の税金で後始末すること

になる」 

     ※国交大臣回答－事業計画は都市計画の定めに反するとは認められな

い。 
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⑱－３ 

２０１７年度、２０１８年度と党市会議員団は、党国会議員団の対政府交渉に
参加して、国交省と都市再生機構に、民間東部開発について、下記の申し
入れを行っている。「２００１年閣議決定に基づき大阪府茨木市彩都東部組
合施行土地区画整理事業内のＵＲ所有地を早期に処分すると共に、都市再
生機構法附則１２条1項2号、3号を逸脱する事業者確保や技術的支援などと
称するすべての事業から国土交通省と都市再生機構は撤退すること」 

しかし国とＵＲは「「あくまでＵＲは、土地区画整備事業の施行者から完全に
撤退したわけで、あくまで実質的な東部地区のまちづくりを大阪府や茨木市
が方向性を整えながらやっていく中であくまで協力するだけ、事業主体、事
業施行者でやっていくことではない」とごまかしの答弁で、事実を認めようとし
ない態度をとっている。 
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⑲ 

 「彩都土地区画整理事業と関連の公共・公益施設整備については一旦

凍結をして、新住民や個人地権者など住民合意で、事業の継続を」を

提案しています。 中部と東部地区はこれ以上の事業の赤字拡大と地方

自治体の負担をふやさないために当然中止するのは言うまでもありま

せん。また地方自治体が行う予定だった関連道路事業等も全体計画縮

小に合わせて中止するのは当然です。とくにこれから行う西部地区内

での機構の土地区画整理事業と地方自治体の関連事業は関係住民や個

人地権者など合意の下、事業の赤字額を最大限圧縮するとともに、国

に事業破たんの責任をとらせ、過去の地方自治体の関連事業や新たに

発行する地方債や立て替え金の返済期間延長や利子額を補填させるこ

とを提案しています。 

 



⑳ 

彩都開発区域には、多数の活断層が存在し、断層の影響範囲は広く存在し

ています。３１メートル以上の髙盛土地域も存在しています。したがって、建

築物に対する細心の注意が必要です。 
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（２１） 

 ごらんいただきありがとうございました。いずれにしても土地区画整

理事業はリスクの多い手法です。それを知りつつ推進してきた国と機構、積

極的に参画してきた地方自治体。結局、今回の破たんで影響を受けるのは

府民、市民、個人地権者、新住民などです。今こそ、その原因を明らかにす

ると共に、適切な措置と対策を求めましょう。ぜひご意見を数多くお寄せく

ださい。 

 

 


